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みんなに優しくなれる子に
育ってください。

【朝洋･優紀】(大字松伏)

し   が りゅうせい

コメント

///////////////////////////////////////////////////////くらしの危険インターネット通販～解約できるでしょうか？～
　インターネットの通販サイトで洋服を注文した。届いたものを見たら自分のイメージと違っ
ていたのでキャンセルを申し出たが､できないと言われた。解約したい。(40代　女性）
　インターネットで中国語の教材を注文した。届いた本を読んだら自分のレベルと違うもの
だったので返品したい。(60代　男性）

事例 1

事例 2
　インターネットの普及が進み､インターネット通販の相談が多く寄せられています。
　インターネットを利用して商品等を注文した場合は､特定商取引法の通信販売に関する規定が適用されま
す。通信販売で商品を契約した場合は､返品について特約がない限り､原則として､商品到着日から起算して8
日以内であれば申し込みの撤回や契約の解除ができます。クーリング･オフとは異なり､返品に要する費用は
消費者が負担します。
　「返品はできません」などの返品特約があるときは､インターネット通販の場合は広告画面だけでなく最終
申し込み画面にも表示が必要とされています。返品特約の表示が広告画面だけにしかなく､最終申込み画面に
ない場合は､返品特約は有効とならず､商品到着日から起算して8日以内であれば申込みの撤回や契約の解除
ができます。
　なお､通信販売での解約は､商品の返還費用等の規定以外は､民法の原則によることになります。事業者と消
費者双方が原状回復義務を負い､消費者は商品を返し､事業者は代金を返すことになります。しかし､消費者の
行為や過失で商品を傷つけたりした場合､解除権は消滅してしまい､返品できなくなります。開封済みの書籍
やＣＤは返品が難しい例です。

わが家のエンジェル

① 通信販売は実物を見ないで注文しますので､「イメージが違った」などということがよくあります。
インターネット通販を利用する際には､事前に利用ガイド等で返品特約に目を通し､わからない場合に
は事業者に問い合わせて確認しておくようにしましょう。
② 注文した商品の情報や注文画面をプリントアウトしておき､代金振り込みの控えなども保存しておき
ましょう。万が一､届いた商品が注文したものと違っていたり､不良品であったときに､交換や返品を
依頼する場合に役立ちます。
③最終申し込み画面がなくて､間違って注文してしまった場合は注文を無効にできます。
④ 前払いのときは注意が必要です。お金だけ支払って商品が届かないというケースもあります。支払方
法が前払いだけでなく､カード支払い､代金引換など複数用意されているショップを選ぶようにしま
しょう。
⑤インターネット通販のトラブルでお困りのときは､お近くの消費生活相談窓口に相談してください。
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My Sweet Faces!
このコーナーではお子さんの写真を紹介しています。
◆ 写真 ･ 住所 ･ ご両親の氏名とお子さんの氏名 ( ふり
がな )･ 生年月日 ･電話番号 ･簡単なコメントを添え
て ､総務課 秘書広報担当までお申込みください。
◆応募多数の場合は ､先着順に掲載します。

　夫婦生活において多く出会いそうな法律の基礎的
な知識を､わかりやすく学べる講座です。

■日時／ 3月29日(木) 午前10時～11時30分
■場所／外前野記念会館「ハーモニー」 2階集会室
■対象／町内在住･在勤の20歳以上の老若男女20名
■費用／無料
■企画･運営／ＮＰＯ法人親子サポートぽっぽ
■申込み
　親子サポ－トぽっぽ 090-5536-8070(鈴木)　
　企画財政課 991-1815
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サイド･バイ･サイド

企画財政課のお知らせ
問合せ／人権推進担当 991-1815

「知っておきたい
　　  夫婦のための法律知識」

【みんなで進めよう男女共同参画】
松伏町男女共同参画
社会づくりセミナ－委託事業


